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(57)【要約】
　流体容器内の医療流体の組成を検証する装置および方
法が提供される。検証は集中化された場所で行われ、そ
こでは前記流体中を透過するように光が向けられ、前記
流体の実際の組成のスペクトル・データを表す信号を発
生するセンサにより検出される。これらの信号は前記流
体の予期された組成のスペクトル・データと比較される
。比較に基づいて、前記流体の組成を識別するラベルが
発生され前記流体容器に貼り付けられる。検証された流
体を有する前記流体容器が治療場所へ配送される。



(2) JP 2010-523267 A 2010.7.15

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体容器にラベル付けをする装置であって、
　流体中を透過するように光を向けるように配置されかつ構成された光源と、
　前記流体中を透過するように向けられた前記光を前記流体中を通過した後で受光するよ
うに配置された光センサであって、前記光センサは前記流体の実際の組成のスペクトル・
データを表す光センサ信号を供給する光センサと、
　前記流体の前記実際の組成の前記スペクトル・データを前記流体の予期された組成のス
ペクトル・データと比較するプロセッサと、
　前記プロセッサに応答して、前記流体の前記実際の組成の前記スペクトル・デーと予期
された組成の前記スペクトル・データとの前記比較に基づいて前記流体を識別するラベル
を発生するラベル発生器と、
を含む流体容器にラベル付けをする装置。
【請求項２】
　請求項１記載の装置であって、前記プロセッサは前記流体の濃度を決定するようにされ
ており、ラベル発生器は前記流体濃度の表示を有する前記ラベルを発生するようにされて
いる装置。
【請求項３】
　請求項１記載の装置であって、前記ラベルは機械読取可能ラベルである装置。
【請求項４】
　請求項３記載の装置であって、前記機械読取可能ラベルは光学的に読取可能なラベルで
ある装置。
【請求項５】
　請求項３記載の装置であって、前記機械読取可能ラベルはＲＦＩＤ要素を含む装置。
【請求項６】
　請求項１記載の装置であって、前記流体はその中を透過するように前記光が向けられる
少なくとも１つの壁を有する容器内に収容され、前記流体の前記実際の組成の前記スペク
トル・データを前記流体の予期された組成の前記スペクトル・データと比較する前に、前
記プロセッサは前記流体の前記実際の組成の前記スペクトル・データを前記壁を表すスペ
クトル・データにより調節する装置。
【請求項７】
　請求項６記載の装置であって、前記壁を表す前記スペクトル・データは空容器のスペク
トル・データを測定して決定された格納データである装置。
【請求項８】
　請求項６記載の装置であって、前記壁を表す前記スペクトル・データは前記容器の非流
体収容部内の流体収容容器の壁のスペクトル・データを測定して決定される装置。
【請求項９】
　請求項７記載の装置であって、さらに、データ記憶装置を含み、前記データ記憶装置は
予め処方された流体の前記組成の前記予期されたスペクトル・データを格納するように構
成される装置。
【請求項１０】
　流体の送達を制御する方法であって、
　前記流体中を透過するように光を向けるステップと、
　前記流体中を透過するように向けられた前記光を前記流体中を通過した後で感知し、前
記流体の前記実際の組成の前記スペクトル・データを表す光センサ信号を供給するステッ
プと、
　前記流体の前記実際の組成の前記スペクトル・データを前記流体の予期された組成のス
ペクトル・データと比較するステップと、
　前記流体の前記実際の組成の前記スペクトル・データと前記流体の前記予期された組成
の前記スペクトル・データとの比較に基づいて前記流体を識別するラベルを発生するステ



(3) JP 2010-523267 A 2010.7.15

10

20

30

40

50

ップと、
を含む方法。
【請求項１１】
　請求項１０記載の方法であって、さらに、前記流体の前記実際の組成の前記スペクトル
・データと前記流体の前記予期された組成の前記スペクトル・データとの比較に基づいて
前記流体の濃度を決定するステップを含む方法。
【請求項１２】
　請求項１０記載の方法であって、前記ラベルは機械読取可能ラベルである方法。
【請求項１３】
　請求項１２記載の方法であって、前記機械読取可能ラベルは光学的に読取可能なラベル
である方法。
【請求項１４】
　請求項１２記載の方法であって、前記機械読取可能ラベルはＲＦＩＤ要素を含む方法。
【請求項１５】
　請求項１０記載の方法であって、前記流体はその中を透過するように前記光が向けられ
る少なくとも１つの壁を有する容器内に収容され、さらに、前記流体の前記実際の組成の
前記スペクトル・データを前記流体の予期された組成の前記スペクトル・データと比較す
る前に、前記流体の前記実際の組成の前記スペクトル・データを前記壁を表すスペクトル
・データにより調節するステップを含む方法。
【請求項１６】
　請求項１５記載の方法であって、前記壁を表す前記スペクトル・データは空容器のスペ
クトル・データを測定して決定された格納データである方法。
【請求項１７】
　請求項１５記載の方法であって、前記壁を表す前記スペクトル・データは前記容器の非
流体収容部内の流体収容容器の壁のスペクトル・データを測定して決定される方法。
【請求項１８】
　請求項１０記載の方法であって、さらに、
　発生されたラベルを流体容器に貼り付けるステップと、
　送達ポイントにおいて前記ラベルを読み取るステップと、
　送達ポイントにおいて前記ラベル上の前記流体識別符号を予期された流体と比較するス
テップと、
　前記ラベル上の前記流体識別符号および前記送達ポイントにおける前記予期された流体
が一致しなければ前記流体の送達を防止するステップと、
を含む方法。
【請求項１９】
　請求項１８記載の方法であって、前記送達ポイントは流体ポンピング装置、および前記
流体ポンピング装置を制御する制御装置を含み、さらに、前記予期された流体の識別符号
を前記制御装置に入力するステップを含み、前記制御装置は前記ラベル上の前記流体識別
符号を前記予期された流体の前記入力識別と比較し前記流体ポンピング装置を前記比較の
関数として制御する方法。
【請求項２０】
　請求項１９記載の方法であって、前記制御装置は前記流体ポンピング装置を制御して前
記ラベル上の前記流体識別符号および前記送達ポイントにおける前記予期された流体が一
致しなければ前記流体の送達を防止し、前記ラベル上の前記流体識別符号および前記送達
ポイントにおける前記予期された流体が一致すれば前記流体の送達を許す方法。
【請求項２１】
　請求項２０記載の方法であって、前記流体ポンピング装置は輸液ポンプである方法。
【請求項２２】
　治療場所において薬剤を送達する前に検証する方法であって、
　流体を分光学的に走査するステップと、
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　前記走査に基づいて前記走査された流体内の薬剤を識別するステップと、
　前記薬剤の前記識別に基づいて前記薬剤を表示するラベルを発生するステップと、
　前記走査された流体を含む流体容器に前記ラベルを貼り付けるステップと、
を含む方法。
【請求項２３】
　請求項２２記載の方法であって、さらに、
　治療場所において前記流体容器の前記ラベルを機械読み取りするステップと、
　治療場所において前記ラベル上に表示された前記流体容器内の前記識別された薬剤を予
期された薬剤と比較するステップと、
　前記ラベル上に表示された前記流体容器内の前記識別された薬剤が前記予期された薬剤
と一致しなければ患者への前記薬剤の送達を防止し、前記ラベル上に表示された前記流体
容器内の前記識別された薬剤が前記予期された薬剤と一致すれば前記患者への前記薬剤の
送達を許すステップと、
を含む方法。
【請求項２４】
　請求項２３記載の方法であって、送達を防止するおよび許すステップはポンピング装置
の動作を制御するステップを含む方法。
【請求項２５】
　請求項２４記載の方法であって、さらに、前記予期された薬剤の識別子を制御装置へ入
力するステップを含む方法。
【請求項２６】
　請求項２３記載の方法であって、前記流体を走査するステップは、
　前記流体中に光を向けるステップと、
　前記流体中を透過するように向けられた前記光を前記流体中を通過した後で感知し、前
記流体の前記実際の組成の前記スペクトル・データを表す光センサ信号を供給するステッ
プと、
を含む方法。
【請求項２７】
　請求項２６記載の方法であって、薬剤を識別する前記ステップは、前記流体の前記実際
の組成の前記スペクトル・データを前記流体の予期された組成のスペクトル・データと比
較するステップを含む方法。
【請求項２８】
　請求項２７記載の方法であって、ラベルを発生する前記ステップは前記流体の前記実際
の組成の前記スペクトル・データと前記流体の前記予期された組成の前記スペクトル・デ
ータとの比較に基づいて前記流体を識別するステップを含む方法。
【請求項２９】
　請求項２７記載の方法であって、さらに、前記流体の前記実際の組成の前記スペクトル
・データと前記流体の前記予期された組成の前記スペクトル・データとの比較に基づいて
前記流体の濃度を決定するステップを含む方法。
【請求項３０】
　請求項２７記載の方法であって、前記流体はその中を透過するように前記光が向けられ
る少なくとも１つの壁を有する容器内に収容され、さらに、前記流体の前記実際の組成の
前記スペクトル・データを前記流体の予期された組成の前記スペクトル・データと比較す
る前に、前記流体の前記実際の組成の前記スペクトル・データを前記壁を表すスペクトル
・データにより調節するステップを含む方法。
【請求項３１】
　請求項３０記載の方法であって、前記壁を表す前記スペクトル・データは空容器のスペ
クトル・データを測定して決定された格納されたデータである方法。
【請求項３２】
　請求項３０記載の方法であって、前記壁を表す前記スペクトル・データは前記容器の非
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流体収容部内の流体収容容器の壁のスペクトル・データを測定して決定される方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は流体の内容物の検証に関連するものであり、特に、輸液チャネルを介して患者
内に注入される調合薬（ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　ｄｒｕｇ）または薬剤（ｄｒｕ
ｇ）の存在を検証する医療流体の解析に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医師および他の医療従事者は静脈内（ＩＶ）輸液療法を適用して患者のさまざまな内科
的合併症を治療する。ＩＶ輸液療法は典型的に、調合薬等の、医療流体を流体源から流体
投与セットのチューブを通って患者の血管内に挿入されたカニューレに注入することを含
んでいる。
【０００３】
　典型的な施設では、医師が特定患者の医薬品に対する指示を入力する。この指示は単純
な書面の処方箋として処理することができ、あるいは医師指示入力（「ＰＯＥ」）システ
ム等の自動化されたシステムに入力することができる。処方箋は薬局へ送られ、そこで指
示に従って調合される。典型的には、処方された薬剤が準備され薬局においてバッグ内に
挿入される。また、薬剤師はバッグの内容物およびバッグが向けられる患者を、たとえば
、人間が読取可能なラベルおよびバーコード・ラベルにより確認する。次に、準備された
医薬品は患者へのその後の投与のために臨床医ステーションへ送達される。
【０００４】
　安全上の理由から、また最適結果を達成するために、調合薬は医者により処方された正
確な量に、輸液ポンプを使用する等の制御された方法で、投与される。輸液ポンプは医療
流体バッグから輸液チャネルを通って患者内へ流体を移動させる。輸液ポンプは医者が処
方した特定のポンピングすなわち輸液パラメータに従って臨床医によりプログラムされる
。臨床医によりポンプ内にプログラムされたポンピング・パラメータは特定の薬剤および
患者に対するものである。すなわち、ポンピング・パラメータは処方された特定の薬剤お
よびそれが投与される特定の患者に基づいて医者により選択される。処方された薬剤と正
しい患者および適切にプログラムされたポンプを整合させるのは臨床医の責任である。
【０００５】
　病院および他の機関は良質な患者の看護を提供するために絶えず努力している。患者が
間違った薬剤を受け取る等の医療ミスは全ての健康管理施設にとって重要な懸念である。
場合によっては、一人の患者が４種以上の異なる薬剤の同時多重注入を処方されることが
ある。典型的に、多重注入は各薬剤に対して異なる輸液パラメータを含んでいる。さらに
、このような多重注入は多重ポンプ・チャネル、たとえば、各注入に対して１チャネル、
または１次注入の次の２次注入を含むことがある。いくつかのポンプ・システムは４つ以
上のポンピング・モジュールを含み、各々が別個の流体チューブで作動して別個のポンピ
ング・チャネルを形成する輸液ポンプを含んでいる。システムが多数のチャネルを有する
かまたは各々が１つのチャネルしかない多数のシステムを有するかにかかわらず、各チャ
ネルが正しい薬剤を患者内に注入するように正しくプログラムされることが重要である。
薬剤バッグから誤ったポンピング・モジュール内へチューブが設置されると、正しい薬剤
ラベルが貼られているにもかかわらず、誤った薬剤が患者内に注入されることがある。
【０００６】
　正しい薬剤が正しい患者に正しいチャネルを通って投与されることを保証する試みが従
来なされてきている。一例では、薬剤と患者を識別するバーコード・ラベルが薬局におい
てバッグに貼られる。臨床医がポンプを手動でプログラムした後で、ポンプに接続された
バーコード・スキャナを使用してバッグ上のバーコード・ラベルを読み出し、それがプロ
グラムされたのと同じ医薬品であることを検証する。もう１つの例では、バーコード・ラ
ベルがバッグに貼られラベルはポンプを自動的にプログラムするためにバーコード・スキ



(6) JP 2010-523267 A 2010.7.15

10

20

30

40

50

ャナにより読み出されて、手動プログラミングを完全に回避する。ＧＵＡＲＤＲＡＩＬ（
登録商標）安全システムを作動させるＭＥＤＬＥＹ（登録商標）患者看護システム等を介
した、今日入手できるポンプにより医者は自分達が処方した服用量および注入率を患者へ
正確に送付できることをより確信するが、正しい薬剤が正しいポンプに載せられるかとい
う懸念が残る。
【０００７】
　今日のポンプ・システムは投薬ミスを回避する技術において著しい進歩を見せてはいる
が、正しい薬剤が注入されていることをより確実に決定することが要望されている。たと
えば、薬剤師はバッグに対する構成流体の混合を誤っていることがあり、あるいは薬剤師
がバッグに誤ったバーコード・ラベルを貼っていることがある。また、バーコードは正し
くない情報を含むことがあり、あるいは臨床医が正しいバッグのバーコード・ラベルを走
査はするが、特に緊急状況またはＭＥＤＶＡＣ（たとえば、ヘリコプタ輸送）中に気をそ
らせてバッグからのチューブを誤ったポンピング・チャネルに接続することがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、当業者ならば正しい薬剤または薬剤の組合せが正しい患者内に適切に注入
されることをより正確に保証することが必要とされていることを認識している。より詳細
には、当業者はポンプが患者内に注入している特定の調合薬は正しい濃度の正しい薬剤で
あることをより確実に把握することが必要とされていることを認識している。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記した必要性および他の必要性は流体コンテナにラベル付けをする装置を提供する本
発明の実施例により満たされ、それは流体中を透過するように光を向けるように配置およ
び構成された光源と、流体中を透過するように向けられた光を流体中を通過した後で受光
するように配置された光センサとを含んでいる。光センサは流体の実際の組成のスペクト
ル・データを表す光センサ信号を与える。プロセッサが設けられ、流体の実際の組成のス
ペクトル・データを流体の予期された組成のスペクトル・データと比較するようにされて
いる。ラベル発生器がプロセッサに応答して、流体の実際の組成のスペクトル・データと
予期された組成のスペクトル・データとの比較に基づいて流体を識別するラベルを発生す
る。
【００１０】
　前記した必要性および他の必要性は流体の送達を制御する方法を提供する本発明の他の
実施例によっても満たされ、それは流体中を透過するように光を向けるステップと、流体
中を透過するように向けられた光を流体中を通過した後で感知するステップとを含んでい
る。流体の実際の組成のスペクトル・データを表す光センサ信号が発生される。流体の実
際の組成のスペクトル・データが流体の予期された組成のスペクトル・データと比較され
る。流体の実際の組成のスペクトル・データと流体の予期された組成のスペクトル・デー
タとの比較に基づいて流体を識別するラベルが発生される。
【００１１】
　前記した必要性および他の必要性は治療場所に薬剤を送達する前に検証する方法を提供
する本発明のさらなる実施例によっても満たされ、それは流体を分光学的に走査するステ
ップと、走査に基づいて走査された流体内の薬剤を識別するステップと、薬剤の識別に基
づいて薬剤を示すラベルを発生するステップと、走査された流体を収容する流体容器にラ
ベルを貼り付けるステップと、を含んでいる。
【００１２】
　本発明の他の特徴、側面および利点は下記の詳細な説明および添付図からより明白とな
る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】各流体投与セットを介して各流体源および一人の患者に接続された４つの医療流
体輸液ポンプを有する医療機器を示す本発明の側面に従ったシステムを示す図である。プ
ログラミング・モジュールが全ポンプに接続されており、通信リンクを介した遠隔プロセ
ッサへの接続を有するように示されている。さらに、異なる接続も可能ではあるが、ポー
タブル装置がワイヤレス・リンクを介して医療機器と通信するように示されている。
【図２】プログラミング・モジュールに取り付けられたディスプレーおよび輸液ポンプの
コントロール・キーを示す図１の医療機器の拡大図である。
【図３】その扉が開放位置にあり、その各投与セットの輸液チャネルが輸液ポンプと作動
係合している図１および２の輸液ポンプの１つを示す図である。ポンプの上流端には本発
明の側面に従った検証システム用光学系および光ハウジングも示されている。
【図４】本発明の側面に従った医療流体検証システムおよび方法のブロック図である。
【図５】流体チャネルの内容物のスペクトル・データおよびチャネルの予期された流体組
成の格納されたスペクトル・データ間の比較がなされる本発明に従ったシステムおよび方
法の側面のブロック図である。本発明の側面に関連する警報実装および格納されたデータ
ベースも例示されている。
【図６】光ビームを透過させてチャネルの内容物を検証することができる流体チャネルの
実装の斜視ブロック図の例であり、チャネルはその中を光の参照ビームが透過して、チャ
ネル内容物の検証精度を改善できるように、チャネルの壁の組成に関するスペクトル・デ
ータを展開する基準部をも有している。
【図７】本発明のある実施例に従った方法のあるステップを例示するフロー図である。
【図８】本発明の実施例に従って作られた装置の略図である。
【図９】本発明のある実施例に従って走査することができる流体容器を示す図である。
【図１０】本発明のある実施例に従った方法のあるステップを例示するフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、いくつかの図面間で同じ参照番号は同じまたは対応する要素を示す図面について
、例として、各々が各流体投与セット３０、３２、３４および３６のチューブと作動係合
する４つの輸液ポンプ・モジュール２２、２４、２６および２８を有する患者看護システ
ム２０が図１に示されている。さまざまな形をとることができるが、ここではボトルとし
て示す、４つの医療流体源３８、４０、４２、および４４が患者看護システム２０の上に
逆吊りされている。患者看護システム２０およびボトル３８、４０、４２、および４４は
ローラ・スタンドすなわちＩＶポール４６に搭載される。投与セット３０、３２、３４お
よび３６は各流体源と患者４８（ブロック形式でのみ示す）間に接続され、患者は各輸液
ポンプ・モジュールにより制御されるレートで流体源内の流体を受け入れられるようにす
る。図１に示すポンピング・システムは本発明の薬剤検証システムおよび方法を使用する
ことができるシステムの例として提供されるにすぎない。他のポンピング・システムおよ
び、重力供給システム等の、非ポンピング・システムも本発明に従って使用可能である。
【００１５】
　図１の図面は縮尺どおりではなく、判りやすくするために距離は圧縮されていることに
注意されたい。実際の設定では、ボトル３８、４０、４２、４４および輸液ポンプ・モジ
ュール２２、２４、２６、２８間の距離は遥かに大きくすることができる。４つ全てがボ
トルからぶら下がる時に投与セット３０、３２、３４、３６のチューブは互いにからみあ
う機会が多くなり、どのチューブをどの輸液モジュールにすべきかについて混乱を生じる
ことがある。チューブの数が増すにつれ混乱の機会も増える。
【００１６】
　次に図１および２の両方について、プログラミング・モジュール（“ＰＭ”）５０が輸
液ポンプ・モジュール２２、２４、２６、および２８に接続される。他の装置をまたはモ
ジュールをＰＭに取り付けることもできる。一実施例では、ＰＭは輸液モジュールに対す
る大概のユーザ・インターフェイスを提供するだけでなく、輸液ポンプ・モジュールと外
部装置間のインターフェイスを提供するのに使用される。ＰＭは警戒および警報メッセー
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ジを表示するだけでなく、各ポンプ・モジュールの動作パラメータ等のさまざまな情報を
視覚的に通信するディスプレー５２を含んでいる。ＰＭは可聴警報を与えるスピーカ（図
示せず）を含むこともできる。ＰＭはコントロール・キー５４を含む実施例においてさま
ざまな入力装置をも有する。さらに、図１および２に示すようなＰＭおよび患者看護シス
テムの詳細は、本開示の一部としてここに組み入れられているＥｇｇｅｒｓ等の米国特許
第５，７１３，８５６号で見つけることができる。
【００１７】
　ＰＭ５０は薬剤識別符号、患者識別符号、看護婦識別符号、その他の情報等の輸液に関
連する情報を受信するリーダ５５も含むことができる。識別装置５７が流体容器３８上に
示されており、それはここではバーコードである。同様に、リーダ５５はここではバーコ
ード・スキャナである。しかしながら、識別装置はＲＦＩＤタグ、ワイヤレス装置、その
他の形をとることができ、予期された流体組成の表示を含んでいる。この表示は予期され
た流体組成と一致するスペクトル・データ、または単に薬剤名を含むことができる。同様
に、リーダは識別装置５７と互換性のあるＲＦＩＤリーダやワイヤレス装置を含むことが
できる。また、ＰＭはそれにより医療施設サーバ５６や他のコンピュータおよび介護者が
持つことができる、携帯端末システム等の、ポータブル・デジタル・アシスト（“ＰＤＡ
”）５８と通信することができる通信システムをも有し、このような装置とＰＭおよび輸
液ポンプ・モジュール間で情報を転送することができる。ポンプ・プログラミング情報を
ＰＭ内にアップロードしたりＰＭから検証することができる。ＰＭはバイタルサイン監視
装置だけでなく輸液装置と共に使用する薬剤ライブラリを格納するのに使用することもで
き、他の用途にも使用できる。ＰＭと他の装置間の通信システムはＲＦ（無線周波数）シ
ステム、赤外システム、Ｂｌｕｅ　Ｔｏｏｔｈシステム、または他の有線またはワイヤレ
ス・システムの形をとることができる。例示する目的で、患者看護システム２０と医療施
設サーバ５６間の通信リンクは実線５９として示されている。ＰＭ５０が使用されない場
合、バーコード・スキャナおよび通信システムは１つ以上の輸液ポンプ３３、２４、２６
、および２８と一体的に含むことができる。
【００１８】
　患者看護システム２０は異なる手段を介してさまざまな医療施設情報システムと相互接
続することができる。たとえば、病院は患者データおよび薬剤データを含む主情報サーバ
５６を有することができる。もう１つの例では、医療施設は薬局サーバ、医師指示エント
リ・サーバ、患者投与サーバ、ナースステーション・サーバ、その他のさまざまな個別の
サーバを有することができる。患者看護システム２０はさまざまな手段を介して１つ以上
のこれらのサーバに接続することができる。替わりにローカルエリア・ネットワークにハ
ード・ワイヤリング（ｈａｒｄ　ｗｉｒｉｎｇ）することができるが、患者看護システム
と施設の他の情報システム間ではＲＦ、ＩＲ、Ｂｌｕｅ　Ｔｏｏｔｈ、および他の有線お
よびワイヤレス接続を使用することができる。ＰＤＡ５８を使用して患者看護システムと
情報を交換することもできる。一実施例では、ＰＤＡはワイヤレスまたは他の手段を介し
て主サーバ５６にリンクすることができ、患者と主サーバ間の情報経路となることができ
る。
【００１９】
　輸液ポンプ・モジュール２８の閉じた前面が図２に示されている。ポンプ・モジュール
は前扉６０、および閉じた位置に前扉をロックしかつ内部ポンピングおよび感知機構にア
クセスするために扉をアンロックおよび開放するように操作するハンドル６２を含んでい
る。この実施例では、ＬＥＤディスプレーのようなディスプレー６４が扉上にはっきり配
置されており、「警戒」および警報メッセージ等の、ポンプ・モジュールに関連するさま
ざまな情報を視覚的に通信するのに使用することができる。コントロール・キー６６がプ
ログラミングのために存在し、所望により、輸液ポンプの動作を制御する。輸液ポンプ・
モジュール２８はスピーカ（図示せず）の形の音声警報装置も含んでいる。
【００２０】
　次に図３について、図１および図２の輸液ポンプ２２が前扉６０を開いた斜視図で示さ
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れており、ポンプ２２と作動係合している投与セット３０を示している。プラテン６８が
扉６０とポンピング機構７０間に搭載されている。ここでは、ポンピング機構は線形蠕動
型である。圧力センサ７２がポンピング機構の上流および下流の両方でポンプ２２内に含
まれている。ポンプはその下流端にエア・イン・ライン・センサ７４も含んでいる。ハン
ドル６２はポンプのハウジング８０上に配置されたヨーク７８と係合するように位置決め
されたラッチアーム７６を含んでいる。ラッチアームによるヨークの係合により扉は閉じ
た位置にロックされたままとすることができる。ハンドル６２はフロー・ストップ・シス
テムの制御に使用する少なくとも１つのフック８４を有するシア（ｓｅａｒ）８２も含ん
でいる。
【００２１】
　流体投与セット３０は流体源３８（図１）から患者４８へ延びる輸液管を含み、それは
上流チューブ８６、ポンピング・セグメント８８、および下流チューブ９０を含んでいる
。投与セット・チューブ３０のもう１つのコンポーネントは上流チューブ８６およびポン
ピング・セグメント８８を接続する上流固定器具９２である。同様に、フロー・ストップ
９４はポンピング・セグメント８８および下流チューブ９０を接続する。ポンピング・セ
グメント８８は上流固定器具９２と上流ハウジング部９６の安全な係合、およびフロー・
ストップ９４と下部フロー・ストップ・ブラケット９８の係合により輸液ポンプ２２のポ
ンピング機構７０を横切って搭載される。搭載された上流固定器具とフロー・ストップ・
ブラケット間の距離によりポンピング・セグメント８８上に張力が与えられ、ポンピング
・セグメントは設計によりそれをポンピング機構７０上の適所に保持する傾向がある。投
与セット３０がポンプ２２と係合している時は、ポンピング・セグメントはポンピング機
構７０に寄り掛って位置決めされ、ポンプ・モジュール扉６０が閉じると作動位置に旋回
するプラテン６８により正しい位置に保持される。
【００２２】
　次に図４について、本発明の側面に従った薬剤検証システム１００のブロック図が患者
４８に接続されて示されている。さまざまな形をとることができる流体源３８が、ここで
は流体送達「チャネル」と呼ばれる、流体投与セット３０を介して患者４８に接続されて
いる。同じ患者に同時に投与される薬剤の４本のラインすなわち「チャネル」があるため
、図１に示すポンプシステムに関して「チャネル」という名称は特に適切である。図４の
実施例では、流体源３８を患者４８に接続する流体送達チャネル３０は患者内への流体源
の薬剤の注入率を精密に制御するのに使用される輸液ポンプ２２により実現される。しか
しながら、やはりＹ部分の装置１０４を介して流体チャネル３０に接続される２次流体供
給源１０２も示されている。また、患者への医療流体の投与において、典型的には、２次
注入が行われ同じ輸液チャネルを使用して第１および第２の薬剤を逐次投与することがで
きる。このような構成が図４に示されており、２次流体供給源１０２は２次流体ライン１
０６を介してＹ部分の装置１０４を介したチャネル３０に接続されている。よく知られて
いるように、２次流体源は一時に１つの流体しかチャネルを流れないように１次流体源よ
りも高くされる。通常、逆止弁その他の装置を使用してチャネル３０内の流体が制御され
るが、当業者ならばよく知っているこのような詳細は図４を判り易くするために含まれて
いない。
【００２３】
　前記した背景に従って、患者内に注入される流体の実際の組成を検証することが望まし
い。このような検証は注入を行うのに使用される手段が輸液ポンプ、重力、または他の手
段であるかにかかわらず望ましい。輸液ポンプの使用例が明細書および図面に提供される
が、他の手段も使用できることを認識しなければならない。実施例では、流体検証システ
ムのセンサを輸液ポンプの上流に配置しているが、検証は他の場所で行うことができる。
たとえば、流体検証システムのセンサは輸液ポンプの下流に配置することができる。重力
供給システムの場合、流体検証システムセンサは輸液チャネルに沿ってどこにでも配置す
ることができる。同じチャネルを介した２次注入の場合、図４に示すように、流体検証シ
ステムのセンサは２次流体が流体チャネルに加えられるポイントの下流に配置することが
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望ましい。
【００２４】
　前記した輸液ポンプ・システム内の調合薬検証プロセスは前記した方法、すなわち、キ
ー押下エントリ、ＰＤＡ、ＲＦＩＤ、のいずれかまたはシステム内の技術により採用され
た任意他の手段によるポンピング・システム２２に関連するプロセッサ１２２への予期さ
れた薬剤選択および薬剤濃度の入力で開始される。薬剤選択は薬剤スペクトル・データベ
ース１２４からの一致する薬剤スペクトル・データにアクセスするようプロセッサをトリ
ガする。プロセッサは実測薬剤スペクトル・データの応答を待ち、薬剤ライブラリ部の予
期された薬剤スペクトル・パターンと輸液チャネルからの実際の薬剤読取りとの間に一致
または不一致が存在するかどうかを決定する。図４ではポンプ２２に対して局所的に示さ
れているが、プロセッサおよび薬剤スペクトル・データのデータベースはポンプに隣接し
ないように配置することができる。さらに、薬剤スペクトル・データのデータベースはプ
ロセッサから遠隔配置することができる。たとえば、ＭＥＤＬＥＹ（登録商標）治療場所
システムの場合、プロセッサはプログラミング・モジュール５０、図１、さらにはどこか
他の場所に配置することができる。薬剤スペクトル・データのデータベースは病院サーバ
５６エリアに配置することができ、プログラミング・モジュール５０はそれと直接通信す
る。もう１つのケースでは、プロセッサおよび薬剤スペクトル・データのデータベースは
ＰＤＡ５８内に配置することができる。他の構成も可能である。
【００２５】
　チャネル「１」から「４」内の流体の検出は流体中を透過し流体の分子と相互作用する
光エネルギにより行われる。任意周波数の透過した光エネルギはこれらの相互作用により
さまざまな減衰され、周波数偏移され、その他の影響を受ける。分散性Ｆｏｕｒｉｅｒ　
Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ　Ｉｎｆｒａｒｅｄ（ＦＴＩＲ）、およびラマン分光等の光学的解析
手段を使用して受信した光ビームの特性を検出することができる。このように得られた流
体のスペクトルおよび関連データを使用して薬剤または関心のある薬剤を検出することが
できる。光源およびその他の光学的および電子的コンポーネントは、予め記録された薬剤
ライブラリとの比較により輸液チャネル内の薬剤を区別するのに必要なスペクトル分解能
特性を作り出すために選択される。
【００２６】
　一実施例では、単色または多色光の入力ビームは、流体送達チャネルを横切る時にその
中に収容された医療流体中を通過するように流体送達チャネル上に入射される。医療流体
中を通過した後で、出力ビームと呼ばれる光エネルギは前記したように光学的に解析され
る。入力および出力ビームは流体中を透過した光がその中に収容された分光器および検出
手段へ導かれるように光ファイバその他の適切な光学的手段により伝導することができる
。この実施例では、チャネルの両側にビーム指向装置が含まれるが、他の構成も可能であ
る。この記述された光学検出システムは図４に破線で一般的に示され番号１０８が付され
ている。このような検出システム１０８の性能は、迷光バッファリング、光学的フィルタ
リング、共焦点絞りの使用、およびヘテロダイン検出技術等の当業者には既知の手段によ
り改善することができる。
【００２７】
　引き続き図４について、光源１１０がレンズおよび光ファイバ等の入力ビーム形成光学
系１１２に接続されて光の適切な主入力ビーム１１４を提供する。主入力ビームはチョッ
パ１１５により交互に指向されて２つの別個の間欠ビーム１１１および１１３を生成する
。一方のビーム、すなわち、チャネル入力ビームはその光が流体チャネル３０の医療流体
内容物と相互作用するように流体チャネルへ向けられる。他方の別個の間欠ビーム、すな
わち、基準入力ビーム１１３はミラー１１７によりチャネル材料、ここでは、図６により
詳細に示し後述するその「フィン」１１９だけを通るように指向される。主入力ビームの
適切な方向は入力ビーム形成光学系１１２の一部を形成する光ファイバおよびレンズ（図
示せず）を使用して達成することができる。
【００２８】
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　チャネル入力ビーム１１１が流体チャネル３０の内容物と相互作用していると、チャネ
ル出力ビーム１１６が生じる。同様に、基準入力ビーム１１３がチャネル３０の材料と相
互作用していると、基準出力ビーム１２１が生じる。この実施例では、チャネル出力ビー
ム１１６は第２のミラー１２３により再指向される。チャネル出力ビームおよび基準出力
ビームは共に主出力ビーム１２７を生成するチョッパ１２５に向けられる。レンズ（図示
せず）と光ファイバ等の出力主ビーム形成光学系１１８は主出力ビーム１２７を分光器１
２０へ向ける。基準ビーム出力データが流体スペクトル・データから減じられる。分光器
のチャネル出力はプロセッサ１２２により薬剤スペクトル・データベース１２４と比較さ
れて流体チャネルの組成を検証する。注入の進行の制御は検証プロセスの結果としてプロ
セッサにより行うことができる。図４において、プロセッサ１２２は患者４８への医療流
体３８の注入を制御している輸液ポンプ２２に接続されている。医療流体は患者へ注入さ
れる薬剤を含有している。例として、流体チャネル３０内で検出された薬剤がそこにある
と予期される薬剤と一致するとプロセッサ１２２が決定すると、プロセッサはポンプ２２
への信号を開始して注入を中止し、警報等の信号を与える。
【００２９】
　光源１１０は赤外（“ＩＲ”）エネルギ源またはタングステン・エネルギ源または他の
狭帯域または広帯域光を含むことができる。好ましくは、光源は検証中の医療流体の化学
的組成を変えない非破壊光を発生する。一実施例では、光源はチャネル３０内の流体の内
容と相互作用する波長範囲を包含する光を発生するように選択される。特に、光源はそれ
により流体チャネルの可能な内容物が特有の光吸収性または反射性を有する波長範囲また
はスペクトルの光を発生するように選択することができる。一実施例では、光源はＩＲス
ペクトル内の特定の波長帯域内で特有のスペクトル・データ吸収または透過性を与えるの
に適切な波長帯域内で適切なＩＲエネルギを発生する。
【００３０】
　もう１つの実施例では、光源１１０はラマン分光により検証を行っている医療流体の内
容物と相互作用する単一波長の光を発生する。一実施例では、この光はチャネル３０内の
可能な流体に対する特有のラマン・スペクトル・データを与えるのに適切な可視光の単光
ビームである。チャネルの流体内容物と相互作用すると、単光は電子の偏移により励起を
行う、ラマン効果として知られる。次に、得られる偏移を解析して流体の化学組成を検証
することができる。
【００３１】
　出力ビーム形成光学系１１８は出力光を処理および検証のためのその個別波長のスペク
トルへ分離する回折格子等の光分散装置を含むこともできる。あるいは、光分散装置は干
渉計とすることができる。分散光はＣＣＤマトリクス等の光検出器アレイまたはその個別
のセル上に入射する光の波長強度を表すスペクトル・データ信号を発生する他の感光装置
の形をとることができるセンサ上に入射する。図４のケースでは、センサは分光器と呼ば
れる。
【００３２】
　分光器１２０はプロセッサ１２２と通信してチャネル３０の実際の流体内容物のスペク
トル・データ信号を検証のためにプロセッサへ送る。プロセッサは多くの機能を有しその
１つは、受信したスペクトル・データ信号に基づいて、流体チャネル３０の実際の流体内
容物が流体チャネル３０の予期された流体内容物であることを検証することである。プロ
セッサはアナログ・スペクトル・データ信号を検証のためにデジタル・データへ変換する
ことができる。検証機能を実施するために、プロセッサは分光器により作り出されたスペ
クトル・データを薬剤スペクトル・データベース１２４から検索された薬剤スペクトル・
データと一致させる、あるいは一致するよう試みる。一実施例では、臨床医はコントロー
ル・キー５４（図２）または薬剤師により流体源３８に貼られたバーコード・ラベルを読
み取るバーコード・スキャナ等の入力装置を介して、またはＰＤＡ５８（図１）によりま
たは前記したＲＦＩＤタグ等の他の手段または他の装置を介して予期された薬剤内容物の
識別符号を患者看護システム２０に入力している。これは看護婦が流体源３８に取り付け
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られた投与セット３０をポンプ２２内にロードする時に行うことができる。
【００３３】
　前記した識別手段は例に過ぎない。看護婦がＰＭ５０（図２）の前面パネル上のスクロ
ール・リストから薬剤または薬剤の組合せを選択する等の、他の手段を使用して流体源の
予期された組成を識別することができる。この実施例では、ＰＭは最初にプロセッサ１２
２を介して薬剤ライブラリ１２６にアクセスし、次に薬剤ライブラリ内に存在する薬剤だ
けをスクロール・リスト内に表示する。看護婦または他の手段によりなされるこの薬剤選
択は、次に、チャネルの流体内容物内にどの薬剤の存在が予期されるかをプロセッサに表
示する。もう１つの実施例では、輸液ポンプ２２およびプロセッサ１２２内に同一薬剤ラ
イブラリが存在することがある。さらにもう１つの実施例では、薬剤ライブラリはポンプ
内に存在してプロセッサ１２２により使用されることがある。さらに、薬剤ライブラリ１
２６は適切なソフトアェアを実行するコンピュータ５６等の外部装置を使用して、あるい
はＰＤＡ５８（図１）を介して、あるいは他の手段により通信システム５９を介して周期
的に更新されるように構成することもできる。たとえば、メインサーバはＰＭ５０または
プロセッサ１２２と直接通信して流体チャネル内にあると予期される薬剤の識別を表示す
ることができる。前記した例は他を排除するものではなく、事実他の構成を使用すること
ができる。
【００３４】
　より一般的な議論として、臨床医が発生する注入開始前の入力は初期薬剤データ比較お
よび検証活動をトリガする。一実施例では、検出は注入の残りに対して周期的ベースで継
続することがある。
【００３５】
　光学検出システム１０８からの出力は解析のためにプロセッサ１２２へ送信されるデー
タ信号からなっている。プロセッサの主要な機能は下記のものを集めて解釈することであ
る。
　１．メモリの薬剤ライブラリ１２６から識別されたユーザ入力薬剤選択スぺクトル・デ
ータ・パターン、選択は薬剤スペクトル・データベース１２４からの一意的スペクトルに
一致している
　２．予期されたスペクトル・データの生成における希釈率
　３．光検出システム１０８により検出されそれをステップ１で使用できる形式へ変換す
る薬剤スペクトル
　４．流体チャネル３０（後述する）を構成する材料のスペクトル・データ
さらに、プロセッサは、
　５．薬剤のみ（後述する）により生じるスペクトル特性を分離するチャネル・スペクト
ル・データからの固有の壁材料スペクトル・データを解釈し、および、
　６．前記ｎｏ．５とｎｏ．１、すなわち、ユーザ入力により識別された薬剤スペクトル
とリアルタイム測定により決定された薬剤スペクトル、を一致させようと試みる。
【００３６】
　言い換えると、プロセッサ１２２は輸液チャネル３０内に収容された流体の分光により
得られたデータをチャネル内で見られると予期する薬剤に対して格納されたデータ１２４
と比較する。この実施例では、カスタマ・プロトコルにより指令されるように、プロセッ
サは最初に薬剤スペクトル・データベース１２４にアクセスすることができる。チャネル
内に薬剤の組合せが存在しなければならないことがプロセッサ１２２に通知されると、ア
ルゴリズムを使用して適切なスペクトルを決定することができる。薬剤スペクトル・デー
タベース１２４は１組の薬剤、化合物に対する格納されたスペクトルの組合せ、および流
体チャネル内の可能な全組成を表す薬剤の組合せを許すアルゴリズムを含むことができる
。薬剤スペクトル・データベースは、たとえば、塩化ナトリウムまたはドーパミン等の純
または化合物薬剤に関連するスペクトルを含み、これらの流体の組合せのスペクトルを合
成することができる。流体チャネル３０の予期された組成は、たとえば、ポンプ・プログ
ラミング中にユーザ干渉によりデータ・プロセッサへ識別される。プロセッサは予期され
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た組成をチャネルの管腔内容物からリアルタイムで得られた感知された薬剤と比較する。
比較は自己相関、または当業者ならば既知の他の手段により、ピーク・バイ・ピーク・ベ
ースで行うことができる。プロセッサ１２２は、予期された信号とリアルタイム感知され
た信号間に一致または不一致が生じたことを示す、信号を与えることにより検証結果を出
力する。
【００３７】
　もう１つの実施例では、薬剤の組合せのスペクトルを合成するアルゴリズムを有するの
ではなく、データベース１２４は可能な全ての純薬剤および薬剤の組合せのスペクトルを
単純に含むことができる。１つのケースでは、流体チャネル内の薬剤の識別は予め定めら
れたリストからの選択を伴い、看護婦や医療施設に直面する選択は制限される。したがっ
て、これらの制限された全ての選択のスペクトルをデータベース１２４内にインストール
することができる。
【００３８】
　もう１つの側面において、薬剤スペクトル・データベース１２４は１次注入に加えられ
た追加薬品の光スペクトル・パターンも含むことができる。このような状況はデキストロ
ースの１次注入が起こっており看護婦が、図４に示すように、１次の下流であるがポンプ
の上流のチャネルの注入ポートを介して追加薬剤を加える場合に生じる。薬剤スペクトル
・データベースは可能な各２次薬剤および２次薬剤と１次薬剤の組合せに対するスペクト
ルを含むことができる。データベース１２４は任意の可能な２次薬剤が有るまたは無いチ
ャネル３０の可能な全ての組成を表すスペクトルを含む。
【００３９】
　一実施例に記述されているシステムを使用する手順の概要は下記のことを含んでいる。
　１．臨床医が注入される流体源の予期された組成を識別する。
　２．薬剤源３８が搭載され、薬剤チャネル３０が準備され、薬剤チャネルが通常の方法
でポンプ２２内に適切に搭載される。
　３．流体コンテナ内にあると予想される薬剤の識別符号を含んで、ポンプが注入に対し
てプログラムされる。
　４．ポンプが作動される。
　５．作動されると、注入を開始する前に、入力光ビーム１１４が流体送達チャネル中を
透過され、この応用において記述された検出手段１０８が利用される。
　６．輸液チャネル内の流体組成から得られたスペクトルが輸液チャネル内にあると予期
される流体の格納されたスペクトル１２４と比較される。
　７．解析によりスペクトルは十分類似していることが確認され、輸液チャネル内の流体
は実際に予想された薬剤であると結論されると、注入が開始される。ユーザに一致を知ら
せる適切なメッセージがディスプレー上に現れることがある。
　８．比較により輸液チャネル内の流体が予期された薬剤と十分一致しなければ、警報ま
たは警告ディスプレーおよび信号を活性化することができる。このケースでは注入を開始
するのにユーザの介入が必要である。
【００４０】
　図１に示す輸液ポンプ・モジュール２２を図４の輸液ポンプとして使用することができ
、図２のＰＭ５０はプロセッサ１２２を含むことができる。薬剤スペクトル・データベー
ス１２４および薬剤ライブラリ１２６もＰＭ５０内に配置することができ、他の実施例で
は、輸液ポンプ内さらにはナースステーションその他の輸液ポンプおよびＰＭからさらに
遠くに配置することができる。通信リンク５９をＰＭ５０内の薬剤送達制御システムと共
に使用して、臨床機関がサーバ５６、その他の手段を使用してＰＭのメモリ１２６内に薬
剤ライブラリをセットすることができ、それは、たとえば、薬剤濃度、服用量限度、およ
び薬剤、患者体重、および病棟に対するシステム構成パラメータを含んでいる。このよう
な薬剤ライブラリ・システムのさらなる詳細はＦｏｒｄへの米国特許第５，６８１，２８
５号で見つけることができ、本開示の一部としてここに組み入れられている。たとえば、
ＰＤＡ５８（図１）のような通信装置によるワイヤレス接続等の他の手段を使用して薬剤
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をメモリ内に設定することができ、あるいは、本開示の一部としてここに組み入れられて
いるＦｏｒｄへの米国特許第６，２６９，３４０号に示されているポータブル・コンピュ
ータのような異なるタイプのプロセッサを介して薬剤ライブラリをロードすることができ
る。２つのメモリ１２４および１２６が示されているが（図４）、それらは実際上同じ物
理的メモリ内に常駐することができる。
【００４１】
　薬剤ライブラリ１２６はライブラリの各薬剤に対して臨床機関により設定される限界を
含むことができる。このような限界は患者要因または薬剤の送達に関連する他の要因によ
って決まるようにすることができる各薬剤に対する最大および最少服用量の形をとること
ができる。たとえば、服用量限界は患者の体重または身体表面積（“ＢＳＡ”）、薬剤が
使用される医療機関の室または病棟（たとえば、新生児集中治療室（ＮＣＵ）、集中治療
室（ＩＣＵ）等）、および他の要因に応じて変動することがある。特定の薬剤に対する限
界の範囲外で看護婦がポンプを作動するように設定したら警報を与えることができる。あ
るケースでは、警報は無効にされることがあり、他のケースでは無効にされない。医療施
設は各薬剤に対して「ソフト」限界を確立することができ、それは看護婦により無効にさ
れることがあり、また無効にされない「ハード」限界を確立することができる。限界が越
されるいずれのケースにおいても、ポンプ２２データ・ログまたはＰＭ５０または輸液ポ
ンプと通信している他のプロセッサ内のデータ・ログは、試行された設定が最大服用量よ
りも高いまたは最小服用量よりも低いこのような限界を超えた出来事を後の解析のために
記録することができる。
【００４２】
　スペクトル・データの解析は図５のブロック図にさらに詳細に示されている。流体源の
予期された組成はＰＭのキー５４等の入力装置を介して、あるいは前記したように通信リ
ンク５９を介して遠隔場所からプロセッサ１２２に識別される。予期された組成のデータ
はメモリ１３０の薬剤スペクトル・データベース１２４からアクセスされる。次に、プロ
セッサ１２２はデータベース薬剤スペクトルを解析中のチャネルの流体組成を表す分光器
１２０からの薬剤スペクトルと比較する。データの整合に使用することができる比較技術
は前記されており、比較および整合に使用されるアルゴリズムはメモリ１３０のアルゴリ
ズム部１３２、または他の場所に格納される。プロセッサによる比較の結果、チャネルの
実際の流体組成がチャネルの予期された流体組成と一致しなければ、プロセッサはスピー
カ１３４により音声警報信号を、および／または画面５２およびＰＭまたは他の画面によ
り視覚警報を、および／または５９等の通信リンクを介して遠隔警報を与えることができ
る。メモリはこの医療機器により生じる警報の任意の無効処理１３８を含む全ての警報お
よび警報関連データ１３６を格納することができる。このように格納された警報および無
効処理データはプロセッサ１２２により処理することができ、あるいは解析および医療担
当者への報告のためにもう１つのシステムへダウンロードされる。このようなデータはラ
イブラリ内の薬剤限界が適切であるか、あるいは医療施設における医療行為を調節する必
要があるかを決定するのにも使用される。他にもデータを使用することもできる。検証の
結果もメモリ１２８内に格納することができる。
【００４３】
　光学的検出システム１０８に使用するチャネルの機械的実装の例が開示され、チャネル
は前記した流体検証システムおよび方法で使用することができる。次に図６について、図
３に示す固定器具９２と同様な上流固定器具１５８が流体チャネル３０の一部を形成する
上流チューブ８６とポンピング・セグメント８８を相互接続する。固定器具１５８は２つ
のフィン１１９を有して示されており、その一方は基準入力ビーム１１３で使用される。
チャネル入力ビーム１１１は固定器具１５８のほぼ中心を通って延びるように位置決めさ
れて示されている。両方の入力ビーム１１１および１１３が固定器具を透過して向こう側
を出た後で、この実施例では、チャネル出力ビーム１１６および基準出力ビーム１２１が
生じる。
【００４４】
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　図３に示すように、固定器具９２は流体検証、エア・イン・ライン感知７４、圧力感知
７２、および機械的ポンピング７０がうまく行われるように、流体チャネル３０をポンプ
に関して適切な場所に固定するのに使用することができる。図６の実施例では、固定器具
１５８が図３の固定器具９２に取って代わる。図３には流体検証システム１００のさまざ
まなコンポーネントを内部に搭載することができるハウジング１６０も示されている。特
に、図３には示されていないが、光学的検出システム１０８のコンポーネントは流体検証
ハウジング１６０内に配置することができる。たとえば、ビーム形成光学系１１２、第１
のチョッパ１１５、第１のミラー１１７、第２のミラー１２３、第２のチョッパ１２５お
よび出力ビーム形成光学系１１８をハウジング１６０内に配置することができる。実装に
応じてより多くのまたはより少ないこれらのコンポーネントをハウジング内に配置するこ
とができる。
【００４５】
　もう１つの実施例では、輸液管に使用される典型的なプラスチック材料の光吸収および
ラマン特性は一般的に既知であるため、流体検証システム１００は入力基準ビーム１１３
無しでフィッティング１５８の材料の吸収およびラマン・スペクトルを自動的に補償する
ように構成することができる。この実施例では、流体検証システムは管スペクトルのデー
タを格納して、流体解析中に流体組成スペクトルから管スペクトルを自動的に減じること
ができる。
【００４６】
　介護者が薬剤ライブラリ１２６内に無い薬剤を注入しなければならないケースでは、流
体検証システム１００が無効に配置されて、ポンプがまだ作動できてもスペクトル比較は
行われないことがある。
【００４７】
　さらなる処理能力を利用できるもう１つの実施例では、検証システム１００は第１に予
期された流体組成と実際に検出された流体組成間の前記した整合機能を実施することがで
きる。一致が存在しなければ、システムは前記した手段を介してこの事実を介護者に知ら
せる。次に、介護者は実際に検出された流体組成のスペクトルを薬剤スペクトル・データ
ベース１２４内のスペクトルと一致させて流体組成の識別を試みるようシステムに要請す
るオプションを有する。識別に成功すれば、薬剤の識別符号をディスプレー５２上に表示
し、口頭伝達し１３４、あるいは介護者等に伝達することができる。もう１つの側面にお
いて、システムは薬剤ライブラリ１２６からの選択された薬剤のスペクトルを実際の検出
された輸液管組成のスペクトルと比較することを介護者が直接システム１００に要請でき
るように構成することもできる。この後者の手段を介して、識別に成功すれば、介護者は
次に１つの薬剤からの流体投与セットは検証中の輸液ポンプ内に誤って設置されたものと
決定することができ、より迅速に投与セットを正しいポプへ移すことができる。
【００４８】
　ＰＭ５０が多数の輸液ポンプ・モジュール２２、２４、２６、および２８を制御し、か
つ投与セット内の実際の薬剤の識別が成功している図１および２に示すようなシステムが
使用されるもう１つの実施例では、ＰＭは自動的にまたは介護者のオプションでその輸液
モジュールを正しい薬剤に対して単純に再プログラムすることができる。このようなシス
テムにより、薬剤のバッグが最初に受け取られた時に必要なポンピング・プログラムＰＭ
内へ入力することができ、その特定の薬剤が中にある投与セットの存在をモジュールが検
出するとＰＭは特定の輸液ポンプ・モジュールを適切にプログラムする。この手順の他の
バリエーションも可能である。
【００４９】
　図１に示すように１次注入の後に続く、すなわち、１次注入が先行する２次注入のケー
スでは、Ｙ－サイト１０４の下流の流体チャネルの組成を多数回調べて患者に注入される
１次流体および２次流体の両方の内容物を検証することが望ましい。このようなケースで
は、輸液チャネルは特定の時間に一方または他方の薬剤しか含むことができない。それゆ
え、注入を開始する前に輸液チャネルの内容物を検証する他に、検出手段に流体チャネル
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３０の内容物を周期的に継続的に監視させるのは望ましい機能である。このような連続的
監視により、流体チャネルの流体内容物のスペクトルが変わるため、システムは２次注入
が完了する時を決定することもできる。薬剤検証システム１００を自動化することにより
、システムのプロセス１２２は輸液ポンプ２２のポンピング・パラメータを１次注入また
は２次注入に必要なものに正確な時間に切り替えることができる。
【００５０】
　前記した実施例の他に、本発明のある実施例は薬剤が患者へ送達される治療場所から遠
いことがあるセントラルサイトにおける薬剤識別および検証を提供する。このような実施
例は患者への薬剤の誤った送達に対する追加保護レイヤを提供する。薬局等の販売代理店
で購入される予め処方された薬剤は、薬剤の種類や濃度等の他のパラメータを含めて誤っ
てマークされる可能性がある。また、販売代理店（たとえば、薬局）における薬剤の処方
が意図されたとおりではなく誤って処方される可能性もある。たとえば、意図するものと
は異なる薬剤の濃度となるような処方の誤りをしていることがある。あるいは薬剤処方に
対して不適切な出発物質が誤って使用されていることがある。
【００５１】
　図７－１０に関して前記した実施例における検証システムは個別の治療ポイントにおけ
る流体の個別の分光学的解析に対する必要性を解消または緩和する正しい薬剤の検証レベ
ルを生成する。それゆえ、図７－１０の実施例の集中検証システムは、分光解析が集中さ
れて施設中で繰り返されないため、病院等の看護者へのより経済的なソリューションを表
すことができる。同時に、流体容器内の流体が治療場所において患者へ送達される流体で
あるという検証が治療場所において行われる。これは販売代理店において正しくラベルを
貼られた流体がその流体を受け取るものと思われない患者へ送達される（たとえば、注入
される）のを防止するのを助ける。
【００５２】
　図８は開示された実施例に従って作られた流体容器のラベリング装置を略示している。
この装置は分光解析システム１８０およびラベル発生器１８２を含んでいる。分光解析シ
ステム１８０は図１－６について前記したものと一般的に同じ構造とすることができ、あ
るいはもう１つの設計とすることができる。しかしながら、治療場所において流体が流体
源と輸液ポンプ間でチューブに送り込まれる時に解析を行うのではなく、分光走査および
解析は中央場所で行われ、流体容器中の正しい位置で行うことができる。あるいは、流体
の小さなサンプルを走査のために容器から取り出すことができる。
【００５３】
　このような例に限定はしないが、たとえば、図８の装置は薬局等の集中場所に置くこと
ができる。動作において、説明の目的で「販売代理店」と呼ばれる集中場所で購入した流
体と処方された流体の両方を検証する。
【００５４】
　前記した実施例のように、図８の実施例は流体識別の高められた感度を有するように構
成することができる。高められた感度は図１－６の実施例について記述された方法で流体
容器のスペクトル識別特性の数（ｓｐｅｃｔｒａｌ　ｓｉｇｎａｔｕｒｅ）を減じて達成
することができる。典型的な流体容器が図９に示されている。走査の目的で、流体容器１
８４は少なくともいくらかの光透過を許す壁１９０を持たなければならない。流体容器１
８４のスペクトル特性は、前記した方法で、流体容器１８４内に収容された流体１８６の
スペクトル解析から光学的または電子的に取り出すことができる。流体容器１８４のスペ
クトル特性は前に走査した空の流体容器から格納することができる。あるいは、流体容器
１８４の非流体収容部１８８を走査して流体容器１８４のスペクトル特性を得ることがで
きる。これは流体および流体容器の同時走査を考慮している。
【００５５】
　販売代理店はメーカから、または分光解析システム１８０のメーカにより編集されたラ
イブラリから購入した流体の検証に使用する製品のメーカにより編集された薬剤／流体ス
ペクトルを受け取る。購入した流体を検証する他に、分光解析システム１８０は流体の処
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方に使用することができる。販売代理店、または他のユーザ、が新しい混合物を処方する
時は、分光解析システム１８０自体を使用してこれらの混合物の初期バッチを走査して薬
剤ライブラリにスペクトルを加えることができる。このように、処方の新しい混合物が処
方の初期混合物と比較される。こうして、後続する混合物を生成された標準に対して調べ
ることができる。
【００５６】
　分光解析の後で、この解析に基づいて、分光解析システム１８０に接続されたラベル発
生器１８２からラベルが発生される。ラベルは機械（装置）読取可能ラベルとすることが
でき、バーコードまたはＲＦＩＤ、または機械（装置）が読取可能な他のインデックスを
含んでいる。ラベルは、流体の実際の組成のスペクトル・データと流体の予期された組成
のスペクトル・データとの比較に基づいて、流体を識別する情報を含むことができる。ラ
ベルは、流体の濃度を含む他のタイプの情報、および薬剤配達プロセスに有用な他の情報
を含むことができる。
【００５７】
　図７は開示された実施例に従って流体の配達を制御する方法を示している。例示する目
的であるステップだけが図７に示されており、他のステップは省かれるかあるいは例示さ
れたステップ内に含まれている。ステップ２１０において、薬剤が販売代理店により処方
される。あるいは、予め処方された薬剤がステップ２１２において販売代理店により受け
取られる。販売代理店はステップ２１４において流体のスペクトル走査を行い、薬剤はス
テップ２１０において販売代理店により処方されるかまたは予め処方された薬剤がステッ
プ２１２において受け取られる。走査は流体容器内の本来の場所とすることができ、ある
いはサンプルが流体容器から取り出される。流体の実際の組成のスペクトル・データが流
体の予期された組成と比較される。組成が一致しなければ、走査した流体を破棄し、流体
を再度処方し、薬剤メーカに知らせる等の適切なアクションに対する表示がオペレータに
対してなされる。組成が一致すれば、ラベル発生器１８２が識別情報等の適切な情報、お
よび他の有用な情報を有するラベルをステップ２１６において発生する。次に、ステップ
２１８において、このラベルが流体容器に貼り付けられる。
【００５８】
　流体が識別され、ラベルが発生されて流体容器に貼り付けられた後で、たとえば、それ
が完全に病院内部であってもあるいは外部送達であっても、送達チャネルを介して治療場
所へ流体を供給することができる。図１０は前記した検証装置および手順を利用する治療
場所において生じる典型的なプロセスを示している。ステップ２２０において、容器１８
４の内容物を検証するラベルが貼り付けられた流体容器１８４が治療場所において受け取
られる。ステップ２２２において、流体容器のラベルが治療場所における適切なラベル読
取装置により走査される。たとえば、ラベル上の情報がバーコードに符号化される場合、
ラベル読取装置はバーコード・リーダを含んでいる。これはラベルの読取りにおけるヒュ
ーマン・エラーの解消を助ける。
【００５９】
　ステップ２２４において、輸液装置または他の薬剤送達装置が薬剤ライブラリその他の
手段によりプログラムされる。ステップ２２６において、プロセッサ等の適切な処理装置
によりラベルからの走査されたデータとプログラムされたデータが比較される。ステップ
２２８において、この比較に基づいて、容器内の薬剤（流体）が薬剤送達装置内にプログ
ラムされた予期された薬剤と一致するかどうか決定される。一致すれば、ステップ２３０
において、薬剤の注入が許される。患者内への薬剤（流体）の注入を行うのに輸液ポンピ
ング装置を使用することができる。
【００６０】
　比較の結果、ラベルからの走査されたデータが予期された流体の入力識別符号と一致し
なければ、ステップ２３２において、輸液ポンプ等の流体ポンピング装置が患者への流体
の送達を防止するように制御される。ステップ２３２において、ラベルは予期された流体
の入力識別符号と一致しないことが表示される。表示は、たとえば、警告とすることがで
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きる。したがって、流体が中央場所において検証される本発明の検証装置を使用して、治
療場所における誤った薬剤の送達が防止される。防止は最初に集中場所において行われ、
そこではラベルを貼った流体容器が正しい薬剤を収容していることを看護者が確信できる
ように、薬剤が検証された後でラベルが発生される。貼り付けられたラベルにより識別さ
れる検証された薬剤が予期された薬剤と比較される治療場所においてさらなる防止が行わ
れ、検証された薬剤が予期された薬剤と一致する場合だけ注入が行われる。
【００６１】
　開示された実施例は集中流体検証および治療場所において誤った薬剤送達を防止するの
を助ける流体容器ラベリング装置を利用するコスト効果的な検証システムを提供する。集
中検証およびラベリング装置の使用により、各治療場所において別個のスペクトル解析シ
ステムを必要とせずに、患者内に誤った薬剤が注入される懸念を和らげる。
【００６２】
　本発明の特定の実施例について記述し例示してきたが、独創的能力を行使することなく
、当業者の能力内で本発明の修正および他の実施例が可能なことは明白である。したがっ
て、本発明の精神および範囲を逸脱することなく本発明の形式、詳細、および応用にさま
ざまな変更が加えられることを理解しなければならない。

【図１】 【図２】
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